
虐待等の困難から子どもを守るための学校に関わる取組について

・ 近年、親の子育ての不安や経済的問題などから、子どもの虐待や貧困が社会的に問題になっている。滋賀県の児童虐待相談件数は、直近の10年間で約2.6倍
に増加している(Ｈ21：2,802件 → Ｈ30：7,263件)。また子どもの貧困率(全国)は13.9%で、そのうちひとり親家庭の割合(50.8%)が高くなっている。
・ こうした困難から子どもを守るためには、日々子どもに関わっている学校現場と、福祉関係の行政機関、家庭、地域や民間団体等の全ての主体が連携して取り組
むとともに、未然防止や対応強化に向けた取組をさらに充実していく必要がある。

背景・課題

【学校に求められる主な役割】
①子どもの変化の早期発見（虐待・貧困）
②市町や児童相談所等への通告・相談
③虐待を受けた子どもへの背景を理解した対応
④虐待防止のための子ども等への教育や学力保障
⑤保護者への福祉制度活用についての情報提供

【具体的な取組】
①関係機関との連携強化
・子ども家庭相談センターや市町、警察等
②発生予防・早期発見に向けた相談体制の充実
・ＳＳＷの配置 （R01）県：14名 市町：33名
③教職員研修
・日頃からの観察と適切な対応
④幼稚園から高校段階までの子どもに関わる情報の引継
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児童福祉司 児童心理司 児童指導員

【主な役割】
①児童家庭相談についての市町間の調整
②専門的な知識を有する相談
③一時保護
④調査・判定・指導

民生委員・児童委員

子ども食堂

弁護士弁護士

【主な役割】
①児童家庭相談の窓口
②要保護児童対策地域協議会の設置
・代表者会議、実務者会議、個別ケース
検討会議を設置し、要保護児童等に対
する支援を検討

児童福祉施設

地域ボランティア

スクールソーシャルワーカー

家庭教育支援チーム

虐待・
貧困等

令和２年(2020年)２月13日

第５回滋賀県総合教育会議

資 料 １


